
通所リハ・訪問リハの医師または理
学療法士、作業療法士、言語聴
覚士が退院前カンファレンスに参加
し、退院時共同指導を行った後、
サービス利用につながった場合

• サービス利用開始月より算定

• 同事業所内に通所リハ・訪問リハ
がある場合は、一方でのみ算定

退院前カンファレンスの
実施により、退院前か
らリハビリの準備ができ
るため、スムーズな通所
リハ・訪問リハの利用
開始につながります。

• 1回の退院につき1回の算定

通所リハ・訪問リハ
事業所

算定
要件

留意
事項

退院前カンファレンス

入院中の医療機関

• 入院時に実施していたリハビリ内容や
介助方法、留意事項などの情報共有

• 在宅でのリハビリ内容や回数の検討
• 自宅の生活環境から手すりや福祉用
具などの相談

※令和 6年 6月1日現在

カンファレンスの内容 (例 )

単位数：600単位　

退院前の多職種カンファレンスがスムーズなサービス利用開始につながる！

退院時共同指導加算について
令和 6 年度介護報酬改定にて、通所リハ・訪問リハでも「退院時共同指導加算」が算定できるよう
になりました。退院時共同指導加算とは、利用者さまが病院から退院する際に、病院のスタッフと通所

リハ・訪問リハのスタッフが連携し、退院後の在宅サービスに関する指導を行うことで算定できる加算で

す。退院後のシームレスなサービス開始のためにとても有効な方法です。
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＋
もっと知ってほしい、デイケアだからできること。

ほほえみ通信 hohoemi

西宮協立デイケアセンターほほえみ
西宮市津門呉羽町10-13
TEL:0798-36-6780 FAX:0798-36-6766

西宮協立デイケアセンター第2ほほえみ
西宮市津門呉羽町9-10 1F
TEL:0798-33-3501 FAX:0798-33-3502

＋ぷらす



ご家族

利用者さま

介護支援
専門員 通所リハ 訪問看護

リハ専門職

看護師 相談員

脳梗塞を発症し回復期病院に入院中。後遺症による片麻痺があり、
日常生活に介助を要する状態。

退院前カンファレンスで
は退院後の在宅での生
活と通所リハの利用に
ついて話し合われました。

退院前カンファレンスを実施したケース
実 例

• 退院前に利用者さまの身体機能やリハビリにおける注意点、課題を医療
機関と在宅スタッフ間で共有ができた

• 通所リハのスタッフが事前に利用者さまとご家族と顔を合わせることで、
不安解消につながった

• 退院後、スムーズに在宅での生活と通所リハビリを開始することができた

利用者
の情報

より良質な
サービスのために

退院前カンファレンスを実施して

退院前カンファレンスの様子

医療機関からの説明

• 発症から現在までの経過、今後の病状の見通し
• 病棟生活、リハビリの進捗状況
• 今後のリハビリにおける注意事項
• 家族指導について

在宅スタッフからの質問

• 通所リハで練習してほしいことはありますか？
• 利用者さまの自宅の環境や福祉用具の確認、
調整してほしいことはありますか？　　　


